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令
和
元
年
度
の
男
女
共

同
参
画
週
間
は
、「
男
女
共

同
参
﹃
学
﹄　
知
る
　
学
ぶ
　

考
え
る
　
私
の
人
生
　
私
が

つ
く
る
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
と
し
て
実
施
さ
れ
ま

す
。
男
女
と
も
に
性
別
を
超

え
て
、
職
場
、
学
校
、
地
域
、

家
庭
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
能
力
を

発
揮
で
き
る
「
男
女
共
同
参

画
社
会
」
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
政
府
や
地
方
公
共
団

体
だ
け
で
な
く
、
皆
さ
ん
一

人
ひ
と
り
の
取
り
組
み
が
必

要
で
す
。

　
市
で
は
、「
青
梅
市
男
女

平
等
推
進
計
画
」を
策
定
し
、

啓
発
講
座
、
広
報
活
動
等
の

施
策
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
市
民
活
動
推

進
課
市
民
活
動
推
進
係

６
月
23
日
～
29
日
は
男
女
共
同
参
画
週
間

　優秀な人材の確保や職場定着を図るために、これ
までの働き方の見直しが課題となっています。
　実際に中小企業で行われた取り組み事例を参考
に、働き方改革につながる女性活躍の取り組みをお
話しいただきます。
日�時　７月４日（木）　午後２時～４時
会場　市役所２階会議室
対�象　経営者、人事労務担当者、管理職の方
講�師　三州製菓㈱監査役　板垣千恵子氏
定員　先着６０人（予約制）　　入場無料
申し込み　電話☎２３－０１１１で青梅商工会議所
地域振興課へ
問�い合わせ　市民活動推進課市民活動推進係　

女性活躍推進事業　講演会

「働く女性の次の一歩を応援」

令和元年度の国民健康保険税
　令和元年度の国民健康保険税は、税率等の改正を行わず、
平成３０年度と同じ所得割税率、均等割額となります。（表
１参照）
　また、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険
税課税限度額の引き上げと国民健康保険税が減額となる対
象世帯を拡大しました。（表２参照）
　元年度の国民健康保険税の納税通知書は、７月初旬に世
帯主へ送付しますので、納め忘れのないようお願いします。
問い合わせ　保険年金課
表１　令和元年度の税率等・課税限度額

区分 令和元年度 平成３０年度 引き上げ率・額

医
療
分

所得割 ５．７０％ ５．７０％ 据え置き

被保険者均等割 ２６，６００円 ２６，６００円 据え置き

課税限度額 ６１０，０００円 ５８０，０００円 ３０，０００円

支
援
金
分

所得割 １．８０％ １．８０％ 据え置き

被保険者均等割 ９，６００円 ９，６００円 据え置き

課税限度額 １９０，０００円 １９０，０００円 据え置き

介
護
分

所得割 １．６５％ １．６５％ 据え置き

被保険者均等割 ９，８００円 ９，８００円 据え置き

課税限度額 １６０，０００円 １６０，０００円 据え置き

表２　減額対象世帯

減額
割合

令和元年度 平成３０年度

７割
軽減

変更なし
世帯全体の所得が
３３万円以下

５割
軽減

世帯全体の所得が３３万円
＋（国保加入者数＋特定同
一世帯所属者数）×２８万
円以下

世帯全体の所得が３３万
円＋（国保加入者数＋特
定同一世帯所属者数）×
２７万５千円以下

２割
軽減

世帯全体の所得が３３万円
＋（国保加入者数＋特定同
一世帯所属者数）×５１万
円以下

世帯全体の所得が３３万円
＋（国保加入者数＋特定同
一世帯所属者数）×５０万
円以下

※�特定同一世帯所属者数…国民健康保険加入者が７５歳になり、後期高
齢者医療制度に移行した後も７５歳未満で引き続き国民健康保険加入
者がいる世帯の場合、移行した後期高齢者医療制度加入者数

プ

レ

ミ

ア

ム

付

商

品

券

の

販

売

　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
を
受

け
、
低
所
得
者
・
子
育
て
世
帯

の
消
費
に
与
え
る
影
響
を
緩
和

す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け

る
消
費
を
喚
起
・
下
支
え
す
る

た
め
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

が
発
行
さ
れ
ま
す
。

対
象
（
購
入
で
き
る
方
）

非
課
税
者
分
…
平
成
31
年
１
月

１
日
に
青
梅
市
に
住
民
票

が
あ
り
、
今
年
度
の
住
民
税

が
非
課
税
で
、
次
の
①
～
⑥

に
該
当
し
な
い
方

①
ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方

が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

②
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者

③
中
国
残
留
邦
人
等
に
対
す
る

支
援
給
付
の
受
給
者

④
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等

入
所
者
家
族
生
活
援
護
費

の
受
給
者

⑤
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
非
入
所

者
給
付
金
（
援
護
加
算
分
）

の
受
給
者

⑥
交
付
決
定
ま
で
に
亡
く
な
っ

た
方

※
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由

に
避
難
し
て
い
る
方
等
で
、

他
市
区
町
村
か
ら
住
民
票

を
移
さ
ず
に
青
梅
市
に
お

住
ま
い
の
方
は
、
市
で
申
請

を
受
け
付
け
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
福
祉
総

務
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

子
育
て
世
帯
主
分
…
青
梅
市
に

住
民
票
が
あ
り
、
平
成
28

（
２
０
１
６
）
年
４
月
２
日

～
令
和
元
年
９
月
30
日
に

生
ま
れ
た
子
が
属
す
る
世

帯
の
世
帯
主

※
交
付
決
定
日
ま
で
に
亡
く

な
っ
た
方
を
除
く

使

用

可

能

額

非
課
税
者
分
…
２
万
５
千
円

（
購
入
額
２
万
円
）

子
育
て
世
帯
主
分
…
２
万
５
千

円
（
購
入
額
２
万
円
）
×
同

一
世
帯
の
３
歳
６
か
月
未

満
の
子
ど
も
の
数

購
入
引
換
券
の
申
請
・
送
付

非
課
税
者
分
…
８
月
１
日
～
令

和
２
年
１
月
31
日
（
消
印
）

に
申
請
書
（
原
則
と
し
て
７

月
末
日
ま
で
に
対
象
と
思

わ
れ
る
方
へ
送
付
）
を
郵
送

ま
た
は
直
接
提
出

※
未
申
告
等
に
よ
り
市
民
税
が

確
定
し
て
い
な
い
方
に
は

送
付
で
き
ま
せ
ん
。

※
申
請
後
の
審
査
に
よ
り
該
当

と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
申
請
書
が
送
付
さ
れ
な
い
場

合
で
も
、
対
象
と
思
わ
れ
る

方
は
、
福
祉
総
務
課
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

※
申
請
先
が
青
梅
市
と
な
る
方

は
、
平
成
31
年
１
月
１
日
時

点
で
青
梅
市
に
住
民
票
の

あ
る
方
と
な
り
ま
す
。

臨
時
窓
口
の
日
時
・
会
場
　
①

８
月
１
日
～
16
日
　
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
※

木
曜
日
は
８
時
ま
で
・
市
役

所
１
階
東
側
ロ
ビ
ー
②
８

月
19
日
以
降
　
午
前
８
時

30
分
～
正
午
、
午
後
１
時
～

５
時
・
市
役
所
３
階
東
側

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム

持
ち
物
　
本
人
確
認
書
類
（
運

転
免
許
証
、
健
康
保
険
証

等
）

※
郵
送
の
場
合
、
写
し
を
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。

※
原
則
と
し
て
申
請
期
間
外
は

受
け
付
け
ま
せ
ん
。

※
申
請
後
、
要
件
に
該
当
す
る

方
へ
購
入
引
換
券
を
送
付

し
ま
す
。

子
育
て
世
帯
主
分
…
原
則
と
し

て
10
月
上
旬
ま
で
に
対
象

と
思
わ
れ
る
方
へ
購
入
引

換
券
を
送
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
福
祉
総
務
課

﹁
サ
ギ
行
為
﹂
に
注
意
！

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
販
売
の
た
め
に
市
役

所
等
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作

や
手
数
料
の
振
り
込
み

を
依
頼
す
る
こ
と
、
世
帯

構
成
等
の
個
人
情
報
を

照
会
す
る
こ
と
は
、
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
な

電
話
が
か
か
っ
て
き
た

場
合
は
、
青
梅
警
察
署
☎

22
・
０
１
１
０
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

板垣千恵子氏プロフィール
　１９９５年に三州製菓㈱へ中途採
用入社。総務部係長、総務部課長を
経て、２０１７年から監査役。
　２００６年に社内に発足した男女
共同参画推進委員会の委員長を１０
年間務め、女性活躍を推進した。

問い合わせ　制度について…東京都後期高齢者医療「広域連合お問合せセンター」☎０５７０
－０８６－５１９（ＩＰ電話、ＰＨＳからは☎０３－３２２２－４４９６）、ファックス
　０５７０－０８６－０７５、個人情報を含むことについて…市保険年金課後期高齢者医療係
※土・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時

令和元年度の後期高齢者医療保険料

　令和元年度の保険料率は、平成３０年度と同じ保険料率となります。
保険料の決め方　保険料額は、「均等割額」と「所得割額」の合計額となります。

保険料の軽減　所得が一定基準以下の方に対して保険料の軽減を実施しています。平成２９年度
から段階的に一部が見直されています。また、所得の申告が必要となる場合があります。
☆均等割額　同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計し
た額」をもとに均等割額を軽減しています。平成３０年度まで国により特例として実施されて
きた軽減は、低所得者に対する介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせ
て見直されました。また、令和元年度は軽減対象者（５割・２割軽減）が拡大されました。

☆所得割額　被保険者本人の「賦課のもととな
る所得金額」をもとに所得割額を軽減してい
ます。

被扶養者だった方の保険料の軽減　後期高齢者医療制度の対
象となった日の前日まで会社の健康保険など（国保・国保
組合を除く）の被扶養者だった方は、次のとおり均等割額
の軽減を受けることができ、当面の間所得割額はかかりま
せん。平成２９年３月３１日までに対象となった方は、平成３０年度をもって、被扶養者軽減
の期間が終了となりました。終了後も、均等割軽減に該当する場合は、所得に応じた均等割額
の軽減を受けることができます。２９年４月１日以降に対象となった方は、加入から２年を経
過する月まで５割軽減となります。低所得による均等割の軽減に該当する場合は、軽減割合の
高いほうが優先されます。

FAX

暮らし・住まい・環境保険・年金・税金

均等割額

被保険者１人当たり

４３, ３００円

＋

所得割額

賦課のもととなる所得金額（※）

×所得割率８．８０％

＝

保険料額（年額）

１００円未満切り捨て

（限度額６２万円）

※�賦課のもととなる所得金額…前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額

等の合計から基礎控除額３３万円を控除した額（雑損失の繰越控除額は控除しません）

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減割合

平成３０年度 令和元年度 令和２年度
３３万円以下で被保険者全員が
年金収入８０万円以下（その他の所得がない） ９割 ８割 ７割

３３万円以下で８割軽減の基準に該当しない ８. ５割 ８．５割 ７．７５割

３３万円＋（２８万円×被保険者の数）以下 ５割 ５割 ５割

３３万円＋（５１万円×被保険者の数）以下 ２割 ２割 ２割

▽６５歳以上（平成３１年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに
１５万円（高齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します（この１５万円は所得割額の計算では適
用されません） ▽世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

１５万円以下 ５０％

２０万円以下 ２５％

３０年度 令和元年度以降

均等割
５割軽減

加入から２年を
経過する月まで
均等割５割軽減


